
■現空港と埋立部が仮設道路で繋がりました！■ 平成2２年２月5日

今回、開通した仮設道路

埋立部 桟橋部

接続部 連誘部

環境 その他

工種名：仮設道路

埋立部桟橋部

現空港側

■現場日記■
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注）仮設道路は、工事用道路のため一般車の通行はできません。

撮影年月日：平成22年1月29日
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道路幅は約10m

・大型重機等が通行できるよう約

 

10mとしています。

・道路は、仮設物なので材料には、

 

埋立材と同じ砂や岩ｽﾞﾘ等を使用し

 

ています。

ｶﾗｰｺｰﾝ
(道路明示)

撮影年月日：平成22年1月29日

平成22年2月1日から埋立部内の仮設道路が開通し、現空港から埋立部へ陸路でいけるようになりました。

 

また、１月下旬より埋立部先端のケーソン式護岸（物揚場）の使用を開始しました。
仮設道路は、工事用道路（建設機械運搬路・資材搬入等）に使用する施設です。２月上旬現在、揚土工が

 

ほぼ完了し、次のステップとなる舗装等の工事に入るための重要な施設として機能していきます。
今回の日記では、この仮設道路と資材搬入用岸壁として使用を開始した物揚場についてご紹介します。

写真は、海上から運搬し

 

てきた埋立材を揚陸して

 

いる状況です。（接岸し

 

ている船舶はｶﾞｯﾄ船）

ｶﾞｯﾄ船

写真は、揚陸し

 

た材料をﾀﾞﾝﾌﾟﾄ

 

ﾗｯｸに積込んで

 

いる状況です。

■ケーソン護岸については、ここをクリック。
※以前のトピックスに移動します。

■上部パラペットについては、ここをクリック。
※以前の現場日記に移動します。

撮影年月日：平成22年1月29日

撮影年月日：平成22年1月29日

今後は、仮設道路、物揚場を使用して資材を搬入するこ

 

とによって、効率的に現場を進めていくこととなります。

ケーソン式護岸（物揚場）

今回、使用を開始したケーソン

 

式護岸（物揚場）

ケーソン式護岸（物揚場）全景

http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/haneda/haneda_saikaku/topics/pdf/no-052.pdf
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